
 

平成25年12月18日（水） 

小田原市 

平成25年度 
小田原再生可能エネルギー事業化検討協議会 

(第２回) 
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資料１ 
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持ち株会社 

ＳＰＣ 
（事業/アセット会社） 

第二種金融商品 
取引業者 

ファンド 
募集委託 

市民 
機関投資家 
商工業者 

投資 
 
分配 

小田原地元企業による 
太陽光発電施工JV 点検業務委託 

配当  出資 

工事発注 

電力会社 

売電 

 事業融資 
 及び 
つなぎ融資 
 
    金利 

【小田原市】 
小田原再生可能エネルギー 

事業化検討協議会 

募集 100%出資 

地元金融機関 

【株主】 
小田原市/周辺市町村に
本社又は事業所をおく
商工業者（38社） 

事業主体 

連携 

（メガ、屋根貸しの施工） 

３．議題（１） 太陽光発電事業化検討チームの活動報告 －① 

大規模太陽光発電事業・屋根貸し事業の実施体制 



３．議題（１） 太陽光発電事業化検討チームの活動報告 －② 

小田原市太陽光発電屋根貸し事業の進捗状況について 
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 平成25年４月「小田原市太陽光発電屋根貸し事業」の公募、同年５月、ほ 
        うとくエネルギー株式会社が交渉権者に決定。 
 
【公募要件】 

(1)小田原市内に存する事業者に限定 
(2)使用料は事業者の提案による  →100円/㎡ 
(3)小学校２校を含む4施設  →50kW☓２校＋20kW☓１施設 
(4)審査基準：事業計画の適正性、事業者の健全性、地域貢献度、市民参加、 
        停電時の電気の無償提供 
 

 平成25年８月 小学校２校の着工 
 平成26年１月 曽我みのり館の着工予定 
 平成26年１月下旬 ３施設の完工予定。施工者「ほうとくエネルギー」と

小田原市の共催により、設備完成を記念したセレモニーを開催予定。 



３．議題（１） 太陽光発電事業化検討チームの活動報告 －③ 

大規模太陽光発電事業の進捗状況について 

4 

所在地：小田原市久野 
現 状：公共建設発生土指定受入地 
面 積：約18,000㎡ 
発電出力：984kW 
パネル数：4,000枚 

 平成26年1月～3月 
 事業実施に伴う許認可の取得
予定。 
 平成26年４月 
 工事着工予定。 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －① 

これまでの活動報告 
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 小水力発電の事業化は、水路や土地の利用について多数の関係者が存在する
ため、事業化について合意形成が必要となる。 

 候補地の荻窪用水（桜田隧道付近）と坊所川（小水力発電所遺構）の２か所
における関係者が検討チーム委員として参加。 

役 職  氏 名  所 属  

コーディネーター   志澤 昌彦 株式会社ニッショー 代表取締役 

コーディネーター   鈴木 大介 株式会社小田原衛生工業 代表取締役 

委員   秋山 嘉一 第64区自治会 会長 

委員   綾部 忠夫 東京電力株式会社 小田原支社 次長（地域渉外担当） 

委員   大木 勇二 第64区自治会 副会長 

委員   木原 康晴 神奈川県 企業庁 企業局 利水電気部発電課 経営計画グループ 主査 

委員   田嶋 邦典 荻窪自治会 会長 

委員   辻村 百樹 株式会社Ｔ－ＦＯＲＥＳＴＲＹ 代表取締役 

委員  永井 源太郎 荻窪用水水利組合 組合長 

委員   西山 敏樹 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 特任准教授 

オブザーバー   岩永  修 小田原市 経済部 農政課 農地整備係 係長 

オブザーバー   押田 健一 小田原市 建設部 道水路整備課 河川係 係長 

※オレンジ色の委員が、今年度からの参加委員 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －② 
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坊所川の流量観測の実施 

 専門業者による候補地の流量観測を行い、事業採算分析の基礎資料とする。 
  
【業務名】  平成25年度小田原市小水力発電事業化候補地流量観測業務 
  
【観測場所】 坊所川（小田原市久野4843番地先） 
       実窪沢（小田原市久野2019-6番地先） 
 
【調査期間】 平成25年７月23日～平成26年2月14日（約７か月間） 
  
【観測方法】 観測地点の河床に溜めマスを埋設し、その内部に自動計測の水 
       位計を設置することで、水位を計測する。 



坊所川（準用河川、砂防指定地域） 

追加取水地点 

旧沈砂池（２４０ｍ） 

旧発電所（１５０ｍ） 

坊所川（普通河川） 

実窪沢 

威張橋 

３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －③ 
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坊所川の流量観測地点 

旧取水地点(２４５ｍ) 

観測地点２ 
（実窪沢合流前） 

観測地点１ 
（実窪沢合流後） 

観測地点１ 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －④ 
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「ダイバー水位計」による観測 

観測地点１ 

溜めマス内部に設置した水位計 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑥ 
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平均水深 0.06m 

平均流量 0.05m³/s 

これまでの流量観測結果  観測地点１（実窪沢合流後） 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑤ 
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これまでの流量観測結果  観測地点２（実窪沢合流前） 

平均水深 0.02m 

平均流量 0.014m³/s 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑦ 
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坊所川の流量観測結果まとめ 

●７月23日から9月21日までの平均流量 
実窪沢合流前 0.014m³/s 
実窪沢合流後 0.05m³/s 
  
 発電所遺構は、実窪沢合流後に位置しているため、発電所遺構の水源となる
坊所川の平均流量は「0.05m³/s」と判断できる。 
 
●坊所川の今後の検討方針について 
一般的には、100kW以上の出力で事業採算が合うと言われているが、その

ためには0.1m³/sの平均流量が必要である。 
坊所川の平均流量は0.05m³/sのため、発電出力の大きさと事業費の縮小の

検討が必要である。 
流量観測を継続し、平均流量を把握する。 
発電所遺構までの導水管のルート及び落差を確保するため、専門業者による

測量調査を行う。 
  
 これらの結果を踏まえ、発電事業の概算費用の算出及び事業採算性の検討を
行う。 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑧ 
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荻窪用水について 

●荻窪用水の流量について 
荻窪用水の流量観測の実施及び関係者からのヒアリングにより、「最大流量

０.９m³/s」、「平均流量0.6m³/s」という回答を得た。 
 
●荻窪用水の水利権について 
荻窪用水は、2級河川の早川から取水しているため、発電所を設置する場合

2級河川の管理者である神奈川県へ水利権の申請が必要となる。 
 
●荻窪用水の今後の検討方針について 
関係者との合意形成。 
取水口や発電設備設置場所等の検討 
  
 これらを踏まえ、発電事業の概算費用の算出及び事業採算性の検討を行う。 
 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑨ 

小水力発電所先進事例視察の実施 
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 平成25年11月20日（水）に、小水力発電事業化検討チーム委員の事業化に
ついての理解とイメージの共有のため、山梨県北杜市にある２か所の小水力発
電所の視察を行った。 
 
【視察先】北杜川子石発電所（運営：三峰川電力㈱） 
     村山六ケ村堰水力発電所（運営：北杜市） 
 
【ヒアリング対象】 
 「三峰川電力株式会社」  →発電事業者 
 「北杜市」        →発電事業者 
 「村山六ヶ村堰土地改良区」→農業用水管理者 
 
 事業化における地元関係者との合意形成の方法、水利権等の法規制及び水力
発電設備の設置におけるメリット・デメリット等についてヒアリングを行った。 
 
 水利使用者に影響しない場所で発電を行っている。また、事業実施の際は、
土地改良区理事長が中心となって地域に説明を行った。発電事業者からの水路
使用料を土地改良区組合員の耕作地管理費に充てるといった、地域への還元が
なされていた。 



３．議題（２） 小水力発電事業化検討チームの活動報告 －⑩ 

今後の予定 
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落差、流量の専門家調査 
発電機設置場所の検討 
河川法等の規制の調査、調整 

発電施設建設費の見積もり 
事業採算性の分析 

小水力発電事業化計画の策定 

候補地の詳細調査 

事業採算性の分析 

関係者を交えた検討体制 

水利権者等関係者との合意形成 



３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －① 

これまでの取組について 
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「市民参加検討チーム」の立ち上げ 

（第１回協議会） 

市民の参加を交えた再生可能エネルギー事業を目指していく上では、より多
くの市民・事業者に関心を持ってもらい、様々な形で参加してもらうことが
重要。 

「市民意見交換会」を実施してきたが、市民への浸透という点においては不
十分な状態。 

一方で、市民意見交換会後のアンケートによると、ワークショップや見学会
など参加型の取組に対する評価が高いことが判明。 

平成24年度までの検討からの課題 
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市民参加検討チーム ※環境省委託契約の仕様書上の位置づけはなし 

○ 具体的な検討・活動内容 

「市民意見交換会」の企画立案、実施 
協議会活動内容の周知（地元メディアを利用した情報発信等） 

 
○ 検討のテーマ 
目立つこと（ニュース性） 
２つのアプローチ（①対象を絞る、②対象を絞らず幅広く） 
役に立つ取組 

役職 氏名 所属 

コーディネーター 志澤 昌彦 株式会社ニッショー 代表取締役 

コーディネーター 鈴木 大介 株式会社小田原衛生工業 代表取締役 

委員 鈴木 伸幸 FM小田原株式会社 放送局長 

委員 西山 敏樹 
慶應義塾大学大学院 
システムデザイン・マネジメント研究科特任准教授 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －② 



親子で再エネ体験！小水力発電見学ツアー＆太陽光発電組立てワークショップ 

17          現地見学会の様子          バンガローへの太陽光パネルの設置 

ソーラーカーの組立て 

 再生可能エネルギー関連施設の見学、太陽光発電システムの組立てワークショップを行
い、市民の再生可能エネルギーに対する関心を高めるとともに、再生可能エネルギーの事
業化に向けた協議会の取組を広く市民に周知し、理解を得ることを目的とした。 

【参加者数】 7組 12名 

【講  師】 白岩 良雄（神奈川県 県西地域県政総合センター 農政部 足柄上ほ場整備課長）  

       古川 晴基（新陽冷熱工業株式会社 代表取締役） 

【内  容】 ① 再生可能エネルギー関連施設の見学 

       ② 太陽光発電組立てワークショップ 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －③ 

第１回市民意見交換会の開催       平成25年９月１日（日）9:00～16:30 
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 協議会の活動内容、協議会委員の再生可能エネルギーの普及に向けた想いなどを広く市
民に周知するため、ＦＭ小田原株式会社が発行する生活情報誌「お隣さん」において、協
議会委員によるリレーコラムを掲載した。 

【発行時期】 奇数月に一回の発行（75,000部を自治会に配布） 

【掲載内容】  掲載月 担当者 主な内容 

７月 鈴木会長 協議会の目標、地域参加の大切さ、事業会社の設立 

９月 志澤委員 協議会の設立、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟﾜｰの三原則、事業会社の設立 

11月 志澤委員 事業会社の取組 

生活情報誌「お隣さん」におけるリレーコラムの掲載 

おだわら再エネ リレートーク 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －④ 
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関東学院大学の学生との連携 

協議会の取組と事業会社の紹介 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －⑤ 

 市民参加検討チームの会議に参加いただいた関東学院大学の学生により、11
月3日から２日間に渡り開催された学園祭（滄浪祭）において、協議会の取組
と事業会社についての紹介ブースが設けられた。 
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おだわらスマートシティプロジェクト絵画・ポスターコンクール 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －⑥ 

 おだわらスマートシティプロジェクト主催の「絵画・ポスターコンクール」
において、協議会会長賞を設けた。 
 
【テーマ】「地球にやさしいまち」 
【入賞者】小学生の部、中学生の部からそれぞれ１名 計２名 
【副 賞】「見学！自然エネルギー大図鑑」（全３巻、飯田哲也氏監修） 

        【小学生の部（小学３年生）】                【中学生の部（中学３年生）】 
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第２回市民意見交換会の開催について 

３．議題（３） 協議会活動の周知の充実について －⑦ 

 平成23年度からの３年間に亘る協議会の取組と成果を市民に紹介し、本市の再生可能エネルギーの
普及に向けた取組について理解を得る。 
 また、有識者により協議会の取組を総合的に評価してもらい、今後の本市の再生可能エネルギーの普
及のために必要なアドバイスをもらう。 

 開催日時・会場 
 平成26年3月2日（日）午前10時～正午 小田原市生涯学習センターけやき大会議室 
 周知 
 ・集客人数の確保と効果的な周知を図るため、学生(小/中/高)とその保護者とする。 
 ・学校へのチラシ配布、市及びFM小田原の広報媒体による周知を行う。 

 第１部：再生可能エネルギー講座 
 これまでの協議会の取組をわかりやすく理解してもらうため、
紙芝居による説明を行う。 

 
 

ここまで来た、小田原の再エネ！～みんなで市民発電所を応援しよう！～ 

 第２部：講演とパネルディスカッション 
 講師による講演と、講師、地元議員、協議会、市の４者による
ディスカッションを行い、協議会の取組についての評価と今後の
本市における再生可能エネルギーの普及について議論する。 

 
 

紙芝居イメージ 



○ 事務局案 

 協議会の検討内容を引き継いだ組織として、「（仮称）小田原市エネルギー政策推進
協議会」を立ち上げ、市の単独組織として、再生可能エネルギーの利用促進に向けた取
組を実施する。 
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３．議題（４） 来年度以降の協議会のあり方について －① 

小田原再生可能エネルギー 

事業化検討協議会 

 今年度で環境省との委託契約が終了することを受け、来年度以降の協議会の
あり方について検討する。 

（仮称） 
小田原市エネルギー政策 

推進協議会 

継続 

【主な取組】 

 太陽光発電の事業化検討 

 小水力発電の事業化検討 

 市民意見交換会の開催 

【主な取組】 

 小水力発電の事業化検討 

 省エネ及び再エネに関す
る基本計画の内容の検討 

≪組織継続の理由≫ 

• 官民協働による検討体制の維持 

• 小水力発電の事業化検討の継続 

• 省エネ及び再エネに関する基本
計画の内容の検討 

• 他の再エネ事業化検討の可能性 
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３．議題（４） 来年度以降の協議会のあり方について －② 
 「小田原市省エネルギー化の推進及び再生可能エネルギーの利用の促進に関
する条例（案）」の制定に伴い、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
省エネルギー及び再生可能エネルギーに関する基本的な計画を策定する。 

小田原市 

基本計画案の検討 
市 民 

（仮称） 
小田原市エネルギー 
政策推進協議会 

小田原市 

環境審議会 

諮問 
 

答申 

コンサル
ティング 
会社 

調査の実施 
策定支援 

基本計画の策定 

【検討体制（案）】 

主な内容 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量及び再エネ賦存量 

基本方針 

省エネ推進・再エネ導入目標 

目標達成に向けた施策 

意見公募 


